


(3) 定期点検は、目視、打診、触診、動作確認等により行うものとする。 

(4) 定期点検において、要是正箇所及び特記すべき事項があると判断するものについては、点検

結果図に記入の上、写真を撮影し、定められた様式に整理すること。また、同一項目の指摘が

複数ある場合は、代表して１箇所を撮影すること。 

(5) 調査や点検、測定の状況を示す写真を撮影し、定められた様式に整理すること。 

 

５ 点検作業における注意事項 

(1) 前回の定期点検において指摘された各事項については、その後の処置状況や劣化の進行状態に留

意して点検を行うこと（初回点検時は除く。）。 

(2) 増改築、用途変更、工作物の増設等の履歴と、これらに伴う建築物全体としての法適合性、

安全性を確認すること。 

(3) 定期点検対象施設に該当する部位等がない項目については適用しない。 

(4) 要是正項目のうち、特に人身事故のおそれ等安全面で緊急対応が必要な箇所については、点

検終了後速やかに説明すること。 

(5) 点検に当たっては、法令を遵守すること。 

(6) 点検及び判定業務は、施設の規模に応じた人員で連携して行うこと。特に安全上重要な項目

の判定は、詳細を確認の上慎重に決定すること。 

(7) 施設関係者や利用者、構造物、備品等に傷害や損傷等を与えないよう十分留意し、必要に応

じて適切な対策を行った上、点検を実施すること。万一、傷害や損傷等を与えた場合は、乙の

負担と責任において対応を行うこと共に、損傷等については速やかに原状復旧すること。 

(8) 現地での点検に当たっては、腕章等を着用するなど身分が明確となるようにすること。 

(9) 点検に際し、シャッターやオペレーター窓等の操作、作動を要するものは、点検内容、手順

等を施設管理者と打ち合わせの上、事故の発生や施設の支障とならないよう十分注意すること。 

(10) アスベストを含む材料等を使用している箇所の点検に当たっては、破損、飛散等がないよ

う注意すること。 

(11) 点検に当たっては、実際の用途を施設管理者からヒアリングした上で法令等の適合性の確

認を行うとともに、必要とされる項目について点検を実施すること。 

(12) 用途の変更等に伴い法的に必要としない設備や任意で設置されている設備などについては、

図面にその旨を記載すること。 

(13) 防火区画、界壁、防火ダンパー等の点検における天井裏等の隠蔽部分については、天井点

検口等から確認を行うこと。 

 

６ 成果物 

(1) 業務完了時に成果物として提出する報告書の整理方法及び部数は、成果物作成要領に従うこと。 

また、施設ごと（同一施設で、複数棟に分かれている場合は棟ごと。）にまとめて提出すること。 

(2) 報告書、図面等の作成については、「成果物作成要領」及び「定期点検報告書作成手引」に従

い作成すること。 

(3) 乙は、成果物を甲へ引き渡す際に、その内容について説明を行うこと。 

(4) 法令等に基づく報告様式は、最新のものを用いること。 

 



７ 業務の実施 

(1) 守秘義務 

乙は、業務実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

(2) 再委託 

ア 乙は、当業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託してはなら

ない。 

イ 乙は、コピー、ワープロ、印刷、トレース及び資料整理の簡易な業務を第三者に再委託す

る場合には、甲の承諾を得なくてもよいものとする。 

ウ 乙は、ア及びイに規定する業務以外の再委託に当たっては、甲の承諾を受けなければなら

ない。 

エ 乙は、業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 

なお、再委託する者が東近江市の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場

合は、指名停止期間中であってはならない。 

(3) 業務の着手 

乙は、特に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。

この場合において、着手とは技術管理者等が業務の実施のために監督職員と打ち合わせを開始

することをいう。 

(4) 業務着手手続 

ア 乙は、業務着手届及び技術管理者届を監督職員に提出する。 

イ 乙は、契約を締結したときは、業務期間内の工程表を、当初の工程表の変更を必要とする

ときは、変更工程表を、監督職員に提出する。 

(5) 業務計画書 

ア 乙は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

イ 業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

(ｱ) 業務概要 

(ｲ) 業務方針報告書（適用基準を明記すること。） 

(ｳ) 業務行程 

(ｴ) 業務組織計画 

(ｵ) 使用する主な図書及び基準 

(ｶ) 調査内容、調査項目及び調査方法 

(ｷ) 成果物の内容 

(ｸ) 連絡体制 

(ｹ) その他 

ウ 乙は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度監督職員に

変更業務計画書を提出しなければならない。 

エ 監督職員が指示した事項については、乙はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなけ

ればならない。 

(6) 打合せ及び記録 

ア 業務を適正かつ円滑に実施するため、技術管理者及び監督職員は、常に密接な連絡を取り、

業務の方針、条件、業務内容の疑義等を正すものとし、その内容については、その都度乙が



書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

イ 調査業務着手時及び監督職員が定める時期において、技術管理者等と監督職員は打合せを

行うものとし、その結果について、技術管理者等が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に

確認しなければならない。 

(7) 業務完了手続 

乙は、調査業務完了後、業務完了届及び次に掲げる書類の整備を行い、監督職員に提出する。 

ア 打合せ記録 

イ 成果物 

ウ その他監督職員が指示した書類 

(8) 検査 

ア 乙は、業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 

イ 乙は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を

監督職員に提出しておかなければならない。 

ウ 検査は、技術管理者の立会の上、次に掲げる検査を行うものとする。 

(ｱ) 業務成果物の検査 

(ｲ) 業務管理状況の検査 

 

８ 貸与資料 

(1) 業務の実施に当たり、必要に応じ施設図面等の関係資料を貸与するものとする。 

(2) 乙は、貸与された関係資料等を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一損傷した場合は、受

注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

(3) 乙は、貸与された関係資料等の必要がなくなった場合は、直ちに返却するものとする。 

 

９ 参考図書 

定期点検の調査方法や判定基準においては、以下の図書の最新版に準じて実施すること。 

(1) 特定建築物定期調査業務基準 

(一般財団法人)日本建築防災協会 編集・発行 

(2) 建築設備定期検査業務基準書 

(一般財団法人)日本建築設備・昇降機センター 編集・発行 

国土交通省住宅局建築指導課 編集協力 

(3) 防火設備定期検査業務基準 

(一般財団法人)日本建築防災協会 編集・発行 

(4) 国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン 

(一般財団法人)建築保全センター 編集・発行 

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 監修 

(5) タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル 

公益社団法人 ロングライフビル推進協会 発行 

(6) 建築保全業務共通仕様書及び同解説 

(一般財団法人)建築保全センター 編集・発行 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 



公共建築物定期点検特記仕様書【建築設備】 

 

１ 目的 

本仕様書は、定期点検のうち、建築設備の定期点検の実施に関し必要な事項等を定めたものであ

る。 

 

２ 点検項目 

別表「定期点検業務対象一覧表」に記載の設備について、平成20年３月10日国土交通省告示第285

号（以下「告示第285号」という。）に規定する項目とする。ただし、昇降機、遊戯施設及び防火設

備は対象外とする。 

 

３ 点検の方法・進め方 

(1) 点検基準等については「建築設備定期検査業務基準書（国土交通省住宅局建築指導課監修・(財

団法人)日本建築設備･昇降機センター発行)」（最新版を適用）に準拠するものとする。 

なお、非常用照明の照度測定については避難上重要な箇所（出入口、通路等の避難経路）を測

定し、照度測定表にまとめること。任意設置とする非常用照明は点灯確認のみ実施すること。 

(2) 定期点検において、是正が必要な箇所及び特記すべき事項があると判断するものについては、

点検結果図に記入の上、写真を撮影し、定められた様式にて整理し提出すること。 

(3) 次に掲げる法令等の規定による検査等が、本仕様書の点検内容及び頻度と適合する場合には、

本特記仕様書で定める定期点検とみなすことができる。 

ア 消防法 

イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

ウ 高圧ガス保安法 

エ 水道法 

オ 電気事業法 

カ ガス事業法 

(4) その他、点検に当たっての留意事項は以下のとおりとする。 

ア 市から提示する資料の中に点検場所の表記がある場合は、代表的な室等を例示しているため、

類似用途の室等においても建築設備の各部位がある場合は適宜点検を行うこと。 

イ 告示第282号及び告示第285号の項目以外で不具合等が発見された場合は、その状況及び点検

の必要性を記録し、簡易に点検できるものは同時に点検・調査等を行うこと。 

(5) 建築設備の点検において、点検位置が高所である場合や点検に伴う機器の作動等により施設に

影響を及ぼすなど、通常の手段で点検が困難であることが判明した場合は、報告をして指示を受

けること。 

(6) 令和６年６月 28 日国土交通省告示第 974 号の内容を反映した点検を行うこと。 

 

４ 点検結果表等の作成方法 

点検結果については、告示第282号の「別表（は）判定基準」並びに告示第285号の「別表第１、

別表第２、別表第３並びに別表第４の各（に）判定基準」により判定を行い、点検結果表及び検査

結果表文末の注意事項に留意の上、点検結果表【建築設備】に記入すること。  



公共建築物定期点検特記仕様書【防火設備】 

 

１ 目的 

本仕様書は、定期点検のうち、防火設備の定期点検の実施に関し必要な事項等を定めたもので

ある。 

 

２ 点検項目 

平成28年５月２日国土交通省告示第723号（以下「告示第723号」という。）に規定する項目と

する。 

 

３ 点検の方法・進め方 

(1) 告示第723号の別表第一から別表第四までの「（は）検査方法」欄において、他の点検の記録

により確認することで足りるとされている項目については、他の点検の実施状況を確認し、そ

の結果を点検結果表に記載する。 

(2) その他、点検に当たっての留意事項は以下のとおりとする。 

ア 市から提示する資料の中に点検場所の表記がある場合は、代表的な室等を例示しているた

め、類似用途の室等においても防火設備の各部位がある場合は適宜点検を行うこと。 

イ 告示第723号の別表第一から別表第四までの（い）欄に掲げる項目以外で不具合等が発見

された場合は、その状況及び点検の必要性を記録し、簡易に点検できるものは同時に点検・

調査等を行うこと。 

  ウ 連動制御盤及び危害防止装置における予備電源の容量の状況については、告示第 723 号の

別表第一から第四までの「（は）検査方法」欄のとおり、点検を行うこと。 

 (3) 令和６年６月 28日国土交通省告示第 974 号の内容を反映した点検を行うこと。ただし、常 

  時閉鎖した状態にある防火扉に係るものを除く。 

 

４ 点検結果表の作成方法 

点検結果については、告示第723号の別表第一から別表第四までの（に）欄に掲げる判定基準

により判定を行い、点検結果表【防火設備】別記第一号から別記第四号の検査結果欄に記入する

こと。 

なお、点検結果表文末の注意事項に留意すること。 

 





成 果 物 作 成 要 領 

 

１ 成果物の体裁及び提出部数 

(1) 定期点検報告書 

別紙「報告書のまとめ方」のとおり、物件ごとに以下の図書をファイリングし、２部提出す

るものとする。 

ア 表紙 

イ 付近見取図（白図 １／2,500） 

ウ 要是正項目一覧表（ない場合もその旨を記載して添付、A3 印刷） 

エ 別途設備等（昇降機、消防設備、受水槽等）の他の専門家による点検・調査を実施してい

る場合はその記録等（主要な部分のみで可）の写し及び点検一覧表 

オ 建築物（平成20年国土交通省告示第282号）の点検結果 

・定期点検報告書（建築物） 

・点検結果表 

・防火設備閉鎖時間記録表 

・配置図 

・各階平面図 

・点検結果図（配置図、各階平面図と兼ねることができる。） 

 ※特定天井及び天井裏については点検した位置がわかるよう範囲を明示すること。 

・関係写真（タイルの剥離やクラック等については対象となる範囲を明示すること。） 

・点検状況写真（建物外壁、基礎、敷地内舗装、内壁、床、天井の点検状況写真は各３枚以 

上、屋根、屋上、塀、フェンス、排煙窓、防火扉の点検状況写真は各１枚以上添付するこ 

と。） 

※特定天井の点検状況写真は点検口から天井内部を３箇所以上撮影し、写真を添付するこ

と。 

カ 建築設備（平成20年国土交通省告示第285号）の点検結果 

・定期点検報告書（建築設備） 

・点検結果表（換気設備、排煙設備、非常用照明、給水設備及び排水設備） 

・別表１ 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室の換気状況評定 

 表 

・別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 

・別表３ 排煙風量測定記録表 

・別表３－２ 排煙風量測定記録表 給気式（特殊な構造の排煙設備） 

・別表３－３ 排煙風量測定記録表 加圧式（加圧防排煙設備） 

・別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（測定位置を平面図に記載すること。） 

・建築設備プロット図（配置図、各階平面図） 

・点検結果図（建築設備プロット図と兼ねることができる。） 

・関係写真 

・点検状況写真（換気設備、機械排煙設備、非常用照明設備、給水設備及び排水設備の点検

状況写真は各３枚以上添付すること。） 



キ 防火設備（平成28年国土交通省告示第723号）の点検結果 

・定期点検報告書（防火設備） 

 ※連動制御盤の予備電源試験結果については、第二面【８.備考】に規定値と測定値を記

載すること。ただし測定値が表示されない場合は、その旨を記載すること。 

・点検結果表（防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン） 

・防火設備閉鎖荷重測定記録表 

・防火設備プロット図（各階平面図） 

・点検結果図（防火設備プロット図と点検結果図を兼ねることができる。） 

・関係写真 

・点検状況写真（防火扉、防火シャッター及び耐火クロススクリーンの点検状況写真は各３

枚以上、予備電源試験状況は各１枚以上添付すること。） 

(2) データＣＤ 

定期点検報告書のデータを記録したＣＤを１枚提出するものとする。 

・図面は、ＣＡＤ（ＪＷＷ）データ及びＰＤＦデータとすること。 

・報告書、結果表等はワード又はエクセルデータとすること。 

・別紙「データＣＤの作成方法」のとおり、タイトル等を記載すること。 

 

２ 図面の作成方法 

図面等にはそれぞれの項目の内容を記載すること。また、指定したレイヤに従って作成するこ

と。（※添付のとおり） 

(1) 付近見取図 

  ・方位、道路及び目標となる地物 

  ・対象となる施設の敷地（着色表示） 

(2) 配置図 

  ・縮尺、方位、敷地境界線 

  ・敷地内における建築物の位置及び用途 

  ・報告に係る建築物の番号 

・構造（木造、鉄骨造、ＲＣ造等）及び規模（階数、延べ床面積） 

・耐火建築物等（耐火、準耐火、その他の別） 

・建築確認番号、日付及び検査済証番号、日付（増築等がある場合はその部分ごとに記載する。） 

  ・延焼の恐れのある部分（着色表示） 

  ・給水設備及び排水設備の位置（建築設備プロット図に限る。） 

  ・記載項目の凡例（※添付のとおり、凡例の書式は統一すること。） 

(3) 各階平面図 

  ア 共通 

・縮尺、方位、間取り、各室の用途及び開口部 

・主要部分の寸法 

・防火壁（着色表示） 

・防火区画（着色表示） 

   ・界壁、防火上主要な間仕切壁及び隔壁の位置（着色表示） 



・延焼の恐れのある部分（着色表示）、その部分の外壁の構造、開口部等の防火措置 

・火気使用室、無窓居室の明示 

・給湯室等において火気使用がない場合はその旨を記入 

（例：ＩＨ機器使用、ガスコックキャップ止め） 

・防火設備の位置及び種類 

 （特定防火設備及び防火設備の種別、常時閉鎖及び随時閉鎖の種別、防火扉、防火シャッ

ター及び防火クロススクリーンの種別） 

・記載項目の凡例（※添付のとおり、凡例の書式は統一すること。） 

イ 建築物 

   ・防煙区画（着色表示） 

   ・換気設備、機械排煙設備の位置（可動防煙壁含む） 

・非常用の照明装置（着色表示）の位置 

・排煙窓及び手動開放装置（クレセントを除く。）の位置 

・非常用進入口 

   ・スプリンクラー設備の位置及び範囲 

・記載項目の凡例（※添付のとおり、凡例の書式は統一すること。） 

ウ 建築設備 

・防煙区画（着色表示） 

・換気設備、機械排煙設備の位置（可動防煙壁含む） 

・機械排煙設備の手動開放装置及び操作盤の位置 

・非常用の照明装置及び照度測定の位置 

 （任意設置の場合は点灯不点灯の結果のみ記載すること。） 

・非常用照明電源分岐回路の位置 

・給水設備及び排水設備の位置 

（内部：給排水設備機器、給湯器の位置等） 

（外部：雨水縦管、配管ルート、桝類、阻集器、受水槽、公共汚水桝、吸込槽、水道メー 

ター） 

   ・区画貫通部のＦＤ 

・記載項目の凡例（※添付のとおり、凡例の書式は統一すること。） 

・自家用発電装置の位置 

エ 防火設備 

・随時閉鎖式防火設備の位置、符号及び種類 

・感知器の位置、番号及び種類 

・連動制御盤の位置 

・感知区域及び連動区域 

・竪穴区画の位置 

・記載項目の凡例（※添付のとおり、凡例の書式は統一すること。） 

(4) 点検結果図 

・要是正事項（既存不適格を含む。）の箇所及び内容 

・関係写真の撮影箇所と撮影方向 



 (5) 立面図 

  ・外装仕上げ材等の打診調査を行う場合は、打診範囲を記載すること。 



・ 提出するファイルの表紙、背表紙には、年度、業務タイトル、施設名、点検者（表紙のみ）を記載すること。

・ 点検結果は、「成果物作成要領」に示すとおり建築物・建築設備・防火設備の点検種別ごとにまとめ（複数棟が

ある場合は、棟ごとにまとめる。）、建築物・建築設備・防火設備点検は緑色のファイル、建築設備・防火設備

点検は青色のファイルに綴じること。

・ 報告書には、見出しを記載したインデックスタブを取り付け、分かりやすいように整理すること。要是正項目一覧表

及び建築物・建築設備・防火設備の点検種別（棟ごとに分ける）の表紙には必ず取り付けること。

・ 点検対象施設に別用途の施設がある場合は、その施設分の点検内容を抜粋し別にファイルを１部作成すること。

例）小学校の教室を利用した学童保育施設など

①

点検内容

・建築物

・建築設備

（換気、排煙、非常用照明、給排水設備）

・防火設備

※●・・・全角スペース

② ③

・換気設備

・排煙設備

・非常用照明設備

・給排水設備

④

※建築設備の点検結果に同じ

・防火扉

・防火シャッター

・防火クロススクリーン

□□幼児園

防火設備の点検結果

点検一覧表

点検・調査・記録等の写し

調査状況写真

調査状況写真

点検結果報告書

点検結果表

測定記録表

各種図面

□□幼児園

[表紙]

建築設備の点検結果建築物の点検結果

点検結果報告書

点検結果表

各種図面

関係写真

令和○年度

公共建築物定期点検報告書

施設名：□□幼児園

点検者：△△設計事務所

付近見取図

□□幼児園

関係写真

要是正項目一覧表

Ｒ
〇
●
●
建
築
・
設
備
●
●
□
□
幼
児
園

報　告　書　の　ま　と　め　方

令和○年度

公共建築物定期点検報告書

施設名：□□幼児園

点検者：△△設計事務所



・ 提出するデータCDのケースには、年度、業務タイトル、施設名、点検者（表紙のみ）を記載したラベルを添付

すること。

・ データCDには、年度、業務名、点検者を記載したシールを張り付けること。

1 □□幼児園

2 ■■幼児園

3 ◇◇幼児園

4 ◆◆幼児園

5 ××幼児園

□□幼児園ほか建築物定期点検業務

△△設計事務所

データＣＤの作成方法

令和○年度

【公共建築物定期点検報告書】

業務名：□□幼児園ほか建築物定期点検業務

点検者：△△設計事務所

令和○年度

【公共建築物定期点検報告書】





配置図配置図配置図配置図配置図配置図配置図
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平面図平面図平面図平面図平面図平面図平面図
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防火設備点検結果図防火設備点検結果図防火設備点検結果図防火設備点検結果図防火設備点検結果図防火設備点検結果図防火設備点検結果図
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自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽
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自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機自家用発電機

0. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 0

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽
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屋根伏図・ 立面図屋根伏図・ 立面図屋根伏図・ 立面図屋根伏図・ 立面図屋根伏図・ 立面図屋根伏図・ 立面図屋根伏図・ 立面図
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（ 可動式防煙壁）（ 可動式防煙壁）（ 可動式防煙壁）（ 可動式防煙壁）（ 可動式防煙壁）（ 可動式防煙壁）（ 可動式防煙壁）
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蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池

NoNoNoNoNoNoNo

（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）

特特特特特特特 特特特特特特特

無窓居室無窓居室無窓居室無窓居室無窓居室無窓居室無窓居室

火気使用室火気使用室火気使用室火気使用室火気使用室火気使用室火気使用室

NoNoNoNoNoNoNo

（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）

防防防防防防防

SSSSSSS

特特特特特特特

特特特特特特特

NoNoNoNoNoNoNo

SSSSSSS

NoNoNoNoNoNoNo

（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）

防防防防防防防

NoNoNoNoNoNoNo

（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）（ 引出し 線）

報告対象建築物報告対象建築物報告対象建築物報告対象建築物報告対象建築物報告対象建築物報告対象建築物

敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線

延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線

高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備高圧受変電設備

自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置

雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）雨水排水（ 桝、 側溝、 排水管）

受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク受水槽、 給水タ ン ク 、 貯水タ ン ク

凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例

公共汚水桝公共汚水桝公共汚水桝公共汚水桝公共汚水桝公共汚水桝公共汚水桝

グ リ ース 阻集器グ リ ース 阻集器グ リ ース 阻集器グ リ ース 阻集器グ リ ース 阻集器グ リ ース 阻集器グ リ ース 阻集器

量水器量水器量水器量水器量水器量水器量水器

汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管汚水排水、 雑排水、 汚水桝、 汚水管

屋外散水栓・ 給水栓、 給水管屋外散水栓・ 給水栓、 給水管屋外散水栓・ 給水栓、 給水管屋外散水栓・ 給水栓、 給水管屋外散水栓・ 給水栓、 給水管屋外散水栓・ 給水栓、 給水管屋外散水栓・ 給水栓、 給水管

延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線

防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）

特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖・ 随時閉鎖）

防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁

法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）法28条2、 3項の居室（ 調理室等を 除く ）

換気設備を 設ける 調理室等換気設備を 設ける 調理室等換気設備を 設ける 調理室等換気設備を 設ける 調理室等換気設備を 設ける 調理室等換気設備を 設ける 調理室等換気設備を 設ける 調理室等

天井点検口（ 区画貫通部確認）天井点検口（ 区画貫通部確認）天井点検口（ 区画貫通部確認）天井点検口（ 区画貫通部確認）天井点検口（ 区画貫通部確認）天井点検口（ 区画貫通部確認）天井点検口（ 区画貫通部確認）

特定天井（ 対象部分を 着色する ）特定天井（ 対象部分を 着色する ）特定天井（ 対象部分を 着色する ）特定天井（ 対象部分を 着色する ）特定天井（ 対象部分を 着色する ）特定天井（ 対象部分を 着色する ）特定天井（ 対象部分を 着色する ）

防火設備防火設備防火設備防火設備防火設備防火設備防火設備

自動火災報知設備　 受信機自動火災報知設備　 受信機自動火災報知設備　 受信機自動火災報知設備　 受信機自動火災報知設備　 受信機自動火災報知設備　 受信機自動火災報知設備　 受信機

自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器

排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー排煙設備（ 建具） ・ オペレ ータ ー

非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口

天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）天井裏点検確認範囲（ 特定天井含む）

屋上、 屋内設置空調換気機器屋上、 屋内設置空調換気機器屋上、 屋内設置空調換気機器屋上、 屋内設置空調換気機器屋上、 屋内設置空調換気機器屋上、 屋内設置空調換気機器屋上、 屋内設置空調換気機器

防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー

排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）排気フ ード 、 ガス コ ン ロ （ 消費量　 kw）

換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード換気扇・ パイ プフ ァ ン 、 ダク ト 、 フ ード

可動防煙壁　 煙感知器可動防煙壁　 煙感知器可動防煙壁　 煙感知器可動防煙壁　 煙感知器可動防煙壁　 煙感知器可動防煙壁　 煙感知器可動防煙壁　 煙感知器

防煙区画（ 可動式防煙壁）防煙区画（ 可動式防煙壁）防煙区画（ 可動式防煙壁）防煙区画（ 可動式防煙壁）防煙区画（ 可動式防煙壁）防煙区画（ 可動式防煙壁）防煙区画（ 可動式防煙壁）

排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト排煙口（ 天井付き ・ 壁付き ） 、 ダク ト

排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置排煙機（ 送風機） ・ 排煙用手動開放装置

防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー防火ダン パー

防煙壁　 手動降下装置防煙壁　 手動降下装置防煙壁　 手動降下装置防煙壁　 手動降下装置防煙壁　 手動降下装置防煙壁　 手動降下装置防煙壁　 手動降下装置

自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置

非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）非常用照明（ 点灯・ 不点灯・ 任意）

分電盤（ 非常用電源分岐回路）分電盤（ 非常用電源分岐回路）分電盤（ 非常用電源分岐回路）分電盤（ 非常用電源分岐回路）分電盤（ 非常用電源分岐回路）分電盤（ 非常用電源分岐回路）分電盤（ 非常用電源分岐回路）

電池別置型蓄電池電池別置型蓄電池電池別置型蓄電池電池別置型蓄電池電池別置型蓄電池電池別置型蓄電池電池別置型蓄電池

非常用照明照度　 測定値非常用照明照度　 測定値非常用照明照度　 測定値非常用照明照度　 測定値非常用照明照度　 測定値非常用照明照度　 測定値非常用照明照度　 測定値

水栓　 混合栓等水栓　 混合栓等水栓　 混合栓等水栓　 混合栓等水栓　 混合栓等水栓　 混合栓等水栓　 混合栓等

圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ圧力タ ン ク ・ 給水ポン プ

区画貫通部区画貫通部区画貫通部区画貫通部区画貫通部区画貫通部区画貫通部
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凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例

受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽受水槽、 給水貯水タ ン ク 、 排水槽

ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器ガス 給湯器（ 消費量 kw) ・ 電気式給湯器

延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線

防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）防火区画（ ス パン ド レ ル部分を 含む）

防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁防火上主要な間仕切壁

特定防火設備（ 常時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖）特定防火設備（ 常時閉鎖）

特定防火設備（ 随時閉鎖）特定防火設備（ 随時閉鎖）特定防火設備（ 随時閉鎖）特定防火設備（ 随時閉鎖）特定防火設備（ 随時閉鎖）特定防火設備（ 随時閉鎖）特定防火設備（ 随時閉鎖）

凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例

防火設備警戒番号防火設備警戒番号防火設備警戒番号防火設備警戒番号防火設備警戒番号防火設備警戒番号防火設備警戒番号

自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器自動火災報知設備　 感知器

連動制御器連動制御器連動制御器連動制御器連動制御器連動制御器連動制御器

防火SS・ CS　 手動閉鎖装置防火SS・ CS　 手動閉鎖装置防火SS・ CS　 手動閉鎖装置防火SS・ CS　 手動閉鎖装置防火SS・ CS　 手動閉鎖装置防火SS・ CS　 手動閉鎖装置防火SS・ CS　 手動閉鎖装置

天井点検口天井点検口天井点検口天井点検口天井点検口天井点検口天井点検口
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延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線延焼の恐れのあ る 部分を 示す線

凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例凡　 　 　 例

防火設備防火設備防火設備防火設備防火設備防火設備防火設備

写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向

指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　

写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向

指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　

写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向

指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　

写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向写真番号、 撮影箇所、 方向

指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　指摘内容　 　

非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口非常用進入口



0 配置図 1 配置設備 2 平面図 3 建築物 4 換気 5 排煙 6 非常用照明 7 給排水

0 地形1 0 雨水排水 0 通り芯 0 特定天井 0 換気設備 0 自家用発電機 0 非常用照明 0 水栓
1 地形2 1 汚水設備 1 建築物1 1 1 排気フード 1 防煙区画 1 区画貫通 1 区画貫通
2 地形3 2 給水設備 2 建築物2 2 自火報受信機 2 防火ダンパー 2 排煙口 2 分電盤 2 受水槽
3 建築物 3 キュービクル 3 建築物3 3 自火報感知器 3 ガスコンロ、IHコンロ 3 排煙機 3 別置蓄電池 3 圧力タンク、ポンプ
4 文字 4 自家発電機 4 建築物4 4 排煙建具、OP 4 給湯器 4 防火ダンパー 4 4
5 寸法線 5 受水槽 5 建築物5 5 非常侵入口 5 5 手動降下装置 5 5
6 敷地境界線 6 6 建築物6 6 6 6 防煙壁感知器 6 6
7 延焼ライン 7 7 文字 7 7 7 7 7
8 8 8 寸法線 8 8 8 8 8
9 9 9 設備機器 9 9 9 9 9
A 対象建築物 A A 延焼ライン A A A A （誘導灯） A
B 建築物概要(S2.5) B B 防火区画 B B B B B
C C C 主要間仕切・界壁 C C C C C
D D D 特定防火設備・防設 D D D D D
E E E 天井点検口 E E E E E
F F F 無窓・火気使用室 F F F F F

8 防火 9 屋根伏図 A 立面図 B 配置点検結果 C 建築物点検結果 D 設備点検結果 E 防火点検結果 F 図面

0 防火戸 0 建築物1 0 建築物1 0 写真番号 0 写真番号 0 写真番号 0 写真番号 0 枠
1 警戒番号 1 建築物2 1 建築物2 1 指摘内容 1 指摘内容 1 指摘内容 1 指摘内容 1 図面名称(S3.0)
2 感知器 2 建築物3 2 建築物3 2 2 2 天井裏点検範囲 2 2 方位
3 連動制御器 3 建築物4 3 建築物4 3 3 天井裏点検範囲 3 照度測定値 3 3
4 手動閉鎖装置 4 建築物5 4 建築物5 4 4 4 4 4
5 5 文字 5 文字 5 5 5 5 5
6 6 寸法線 6 寸法線 6 6 6 6 6
7 7 延焼ライン 7 延焼ライン 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9
A A 点検写真番号 A 点検写真番号 A A A A A 凡例（配置）
B B 点検指摘内容 B 点検指摘内容 B B B B B 凡例（建築・設備）
C C C C C C C C 凡例（防火）
D D D D D D D D 建築点検(ﾀｲﾄﾙ)
E E E E E E E E 建築設備点検(ﾀｲﾄﾙ)
F F F F F F F F 防火設備点検(ﾀｲﾄﾙ)

12条点検　図面作成レイヤ　(Jw-win）
グループ

レイヤ

グループ

レイヤ



グループ選択 配置図 平面図 屋根伏図 立面図 平面図（設備） 平面図（防火）
配置点検 建築物点検 建築物点検 建築物点検 建築設備点検 防火設備点検

 0 配置図  2 平面図  9 屋根伏図  2 立面図  2 平面図  2 平面図
 1 配置設備  3 建築  F 図面  F 図面  4 換気  8 防火
 B 配置点検結果  4 換気  5 排煙  E 防火点検結果
 F 図面  5 排煙  6 非常用照明  F 図面

 6 非常用照明  7 給排水
 C 建築物点検結果  D 設備点検結果
 F 図面  F 図面


